
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
取
消
し 

（
税　

務　

課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
第
三
十
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
重
度
訪
問

　

介
護
に
係
る
障
害
者
自
立
支
援
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
さ

　

れ
た
事
業
者 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
肥
料
の
登
録
有
効
期
間
の
更
新 

（
農
産
園
芸
環
境
課
）　

　

二

〇
肥
料
の
登
録
事
項
の
変
更 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
肥
料
の
登
録
の
失
効 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　

　

三

〇
道
路
の
区
域
変
更
（
六
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

三

〇
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
） 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
平
成
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
三
号
（
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規

　

制
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
公
団
等
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（
都
市
計
画
課
）　

　

五

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
の
届
出 

（
栗
原
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

六

〇
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
の
届
出 

（
登
米
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

六

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

六

 
公
安
委
員
会

〇
警
備
業
法
第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習

　

の
実
施 

六

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
五
号

　

宮
城
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
宮
城
県
条
例
第
四
十
二
号
）
第
百
四
十
九
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏
名
又
は
名
称　
　
　
　
　

代
表
者
の
氏
名　

主
た
る
事
務
所
等
の
所
在
地　
　
　
　

指
定
取
消
し
の
年
月
日

株
式
会
社
遠
藤
油
店　
　
　

代
表
取
締
役　
　

遠
田
郡
涌
谷
町
字
渋
江
三
三
五
番
地　

平
成
十
九
年
十
一
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

遠
藤
淳
七
郎

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
六
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
重
度
訪
問
介
護
に
係

る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
を
受
け
た
も
の
と
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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事

業

所

番

号

〇
四
一
五
三
〇
〇
三
九
一

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

沖
野
訪
問
介
護
サ
ー
ビ

ス仙
台
市
若
林
区
沖
野
七

丁
目
九－

九
十

指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

設
置
者
名

有
限
会
社
沖
野

電
気
工
事

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年

一
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
五
三
〇
〇
三
九
一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

沖
野
訪
問
介
護
サ
ー
ビ
ス

仙
台
市
若
林
区
沖
野
七
丁
目
九

－

九
十

設　

置

者

名

有
限
会
社
沖
野
電
気
工
事

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年

一
月
一
日



〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
八
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登

録
の
有
効
期
間
の
更
新
を
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
十
九
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
肥
料
の
登

録
事
項
に
係
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
号

　

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
肥
料
の
登
録
は
、
失
効
し

た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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更
新
年
月
日

平
成
十
九
年

十
月
十
日

平
成
十
九
年

十
二
月
十
四
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

第
四
四
六
号

第
四
三
五
号

肥
料
の
種
類

副
産
石
灰
肥
料

加
工
家
き
ん
ふ
ん

肥
料

肥
料
の
名
称

４
５
・
０
か
き
副

産
石
灰
南
三
陸
１

号加
工
家
き
ん
ふ
ん

有
機
肥
料
１
号

保
証
成
分
量
（
％
）

窒
素
全
量

三
・
〇

り
ん
酸
全
量

四
・
〇

加
里
全
量

二
・
〇

ア
ル
カ
リ
分

四
五
・
〇

そ
の
他
の
規
格

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り
。

含
有
を
許
さ
れ
る
有
害
成
分
の

最
大
量
及
び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
公
定
規
格
の
と
お
り
。

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

遠
藤
文
吾

片
倉
チ
ッ
カ
リ
ン
㈱

生
産
業
者
の
住
所

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字

大
久
保
百
六
十
八

東
京
都
千
代
田
区
九
段
北
一

丁
目
十
三
番
五
号

有
効
期
限

平
成
二
十
二
年

十
一
月
十
七
日

平
成
二
十
三
年

二
月
二
十
五
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

第
三
三
九
号

第
三
四
〇
号

第
三
四
一
号

肥
料
の
種
類

消
石
灰

消
石
灰

炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

肥
料

肥
料
の
名
称

７
０
消
石
灰

６
５
消
石
灰

５
３
炭
酸
カ
ル
シ

ウ
ム
肥
料

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

 
名

称

及

び

住

所

 

ト
キ
ワ
タ
ン
カ
ル
工
業
㈱

仙
台
市
太
白
区
中
田
町
字
杉
ノ
下
十
三
番
地
一

変
更
の
あ
っ
た
事
項

変
更
事
項

主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

変　

更　

前

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
八
番
十
九

号

変　

更　

後

仙
台
市
太
白
区
中
田
町
字
杉
ノ
下
十
三

番
地
一

変
更
年
月
日

平
成
十
九
年

五
月
二
十
四
日



〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
一
号

　

県
営
東
大
崎
地
区
土
地
改
良
事
業
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
変
更
計
画
を
定
め
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭

和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す

る
同
法
第
八
十
七
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事

に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申
立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
法
第

八
十
七
条
の
三
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の

訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
変
更
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
崎
市
役
所

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
東

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

奥
松
島
松
島
公
園
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
東

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

塩
釜
七
ヶ
浜
多
賀
城
線

三　

道
路
の
区
域
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失
効
年
月
日

平
成
十
九
年

八
月
二
十
日

登
録
番
号

（
宮
城
県
）

第
三
一
八
号

肥
料
の
種
類

魚
か
す
粉
末

肥
料
の
名
称

８
・
０
魚
か
す
粉

末

保
証
成
分
量
（
％
）

窒
素
全
量

八
・
〇

り
ん
酸
全
量

四
・
〇

加
里
全
量

ア
ル
カ
リ
分

そ
の
他
の
規
格

生
産
業
者
の
氏
名

又　

は　

名　

称

新
実
水
産
工
業
㈱

生
産
業
者
の
住
所

多
賀
城
市
栄
一
丁
目
七
番
四
十
号

変

更

の

区

間

宮
城
郡
松
島
町
高
城
字
町
東
二
二
〇
番
三
地
先
か

ら同
町
磯
崎
字
磯
崎
二
番
一
〇
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
六
〜

 

一
四
・
八

一
〇
・
八
〜二
七
・
四

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

三
三
〇
・
〇

三
三
〇
・
〇

変

更

の

区

間

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
字
宮
前
二
九
番
一
地
先
か
ら

同
町
吉
田
浜
字
宮
前
一
一
番
地
先
ま
で

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
吉
田
浜
字
野
山
五
番
二
七
七
地

先
か
ら

同
町
吉
田
浜
字
野
山
五
番
二
七
七
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

九
・
五
〜

 

二
〇
・
〇

一
三
・
四
〜二
三
・
〇

一
五
・
〇
〜

 

一
八
・
八

一
五
・
八
〜二
〇
・
六

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

三
八
・
〇

三
八
・
〇

二
〇
・
五

二
〇
・
五



〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

碁
石
富
岡
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
石
巻
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

　
 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

河
南
鳴
瀬
線

三　

道
路
の
区
域

 

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

寄
井
蔵
王
線

三　

道
路
の
区
域

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

半
田
山
下
線

三　

道
路
の
区
域

第1925号　平成20年１月18日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

変

更

の

区

間

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
日
向
五
七
番
一
地
先

か
ら

同
町
大
字
支
倉
字
塩
沢
二
〇
番
三
地
先
ま
で

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
支
倉
字
川
口
前
六
一
番
三
地

先
か
ら

同
町
大
字
支
倉
字
金
田
四
三
番
二
〇
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
〜

 

二
三
・
三

一
三
・
二
〜二
三
・
三

一
一
・
五
〜

 

一
七
・
八

一
三
・
二
〜二
三
・
五

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

六
六
〇
・
〇

六
六
〇
・
〇

一
、
六
五
〇
・
〇

一
、
六
五
〇
・
〇

変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

東
松
島
市
大
塩
字
中
沢
一
三
七
番
一
地
先
か
ら

同
市
大
塩
字
中
沢
一
三
七
番
一
地
先
ま
で

前後

二
一
・
三
〜

 

二
八
・
〇

一
六
・
三
〜二
八
・
〇

四
一
・
六

四
一
・
六

変　

更　

の　

区　

間

柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
辺
字
竹
の
内
前
三
〇

九
番
二
地
先
か
ら

同
町
大
字
沼
辺
字
竹
の
内
前
一
二
〇
番
一
地

先
ま
で

変
更
の

前　

後

前
Ａ

　

Ａ
後　
　

Ｂ

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
五
〜

 

一
四
・
〇

一
〇
・
五
〜

 

一
四
・
〇

　

九
・
五
〜

一
一
・
五

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
五
・
〇

一
〇
五
・
〇

九
七
・
五

備　
　

考

　

上
記
Ａ
及
び

Ｂ
は
、
関
係
図

面
に
表
示
す
る

敷
地
の
区
分
を

い
う
。



〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

　
 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
四
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

　
 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
年
一
月
十
八
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
大
河
原

土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

　
 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
一
号

　

平
成
十
六
年
宮
城
県
告
示
第
八
百
六
十
三
号
（
風
致
地
区
内
に
お
け
る
建
築
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く
公

団
等
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
二
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画

の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

栗
原
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

築
館
都
市
計
画
道
路
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

三
・
四
・
四
号　

一
迫
南
線

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
十
九
年
二
月
六
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

平
成
十
九
年
宮
城
県
告
示
第
百
十
三
号
の
事
業
地
を
変
更
す
る
。

（5）　 平成20年１月18日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1925号　　 

変

更

の

区

間

角
田
市
藤
田
字
峠
二
番
一
地
先
か
ら

同
市
藤
田
字
峠
一
六
四
番
二
地
先
ま
で

変
更
の

前　

後
前後

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

五
・
〇
〜三
二
・
〇

　

六
・
〇
〜三
六
・
五

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

二
〇
五
・
〇

二
〇
五
・
〇

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

南
蔵
王
七
ヶ

宿
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

刈
田
郡
七
ヶ
宿
町
字
柏
木
山
二
九
五
番
四
地
先
か
ら

同
町
柏
木
山
二
九
三
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

寄
井
蔵
王
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

柴
田
郡
村
田
町
大
字
沼
辺
字
竹
の
内
前
三
〇
九
番
二
地
先

か
ら
同
町
大
字
沼
辺
字
竹
の
内
前
一
二
〇
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

道

路

の

種

類

県

道

路

線

名

半
田
山
下
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

角
田
市
藤
田
字
峠
二
番
一
地
先
か
ら

同
市
藤
田
字
峠
一
六
四
番
二
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日



　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
山
田
川
沿
岸
土
地

改
良
区
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
栗
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

千　
　

葉　
　

宇　
　

京　
　
　

　

退
任
し
た
者

〇
宮
城
県
告
示
第
五
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
土

地
改
良
事
業
の
施
行
に
伴
う
工
事
を
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
登
米
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

佐　

　々
木　
　

孝　
　

行　
　
　

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
平
成
二
十
年
一
月
八
日
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
一
月
十
八
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

公
安
委
員
会

第1925号　平成20年１月18日　金曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

退

任

年

月

日

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
六

日

氏　
　
　

名

菅　

原　

正　

賢

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

栗
原
市
瀬
峰
藤
沢
字
柴
ノ
脇
十
番
地
一

役
職
名

理　

事

届　

出　

者　

の　

名　

称

登
米
市

地　

区　

名

山
成
地
区

事　
業　
の　
名　
称

元
気
な
地
域
づ
く
り
交

付
金
事
業

工
事
完
了
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
十
六
日

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

遠
田
郡
美
里
町
北
浦
字
谷
地
百
二
番
一
、
百
三
番
一
及

び
百
四
番
一

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）
　

遠
田
郡
美
里
町
北
浦
字
谷
地
百
一
番
地

 

有
限
会
社
み
ど
り
の
ふ
る
さ
と
フ
ァ
ー
ム

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
２
号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
22条

第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
警
備
員
指
導

教
育
責
任
者
講
習
（
以
下
「
講
習
」
と
い
う
。）
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

　
　
平
成
20年

１
月
18日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
委
　員
　長
　
　
檜
　
　
山
　
　
公
　
　
夫
　
　
　

１
　
講
習
に
係
る
警
備
業
務
の
区
分
及
び
実
施
期
日

　
�
　
警
備
業
務
の
区
分

　
法
第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
（
以
下
「
３
号
警
備
業
務
」
と
い
う
。）

　
�
　
実
施
期
日

　
平
成
20年

２
月
13日

（
水
）
か
ら
同
月
15日

（
金
）
ま
で
の
３
日
間
（
同
月
13日

及
び
同
月
14日

は
午
前
９

時
30分

か
ら
午
後
３
時
50分

ま
で
、同
月
15日

は
午
前
９
時
30分

か
ら
午
前
11時

20分
ま
で
と
し
、午
前
11時

35

分
か
ら
修
了
考
査
を
実
施
す
る
。）

２
　
実
施
場
所

　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　
　
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会
　
電
話
022－

371－
0310

３
　
受
講
定
員

　
　
40人

４
　
受
講
対
象
者

　
受
講
申
込
日
に
お
い
て
、
３
号
警
備
業
務
以
外
の
警
備
業
務
の
区
分
に
係
る
法
第
22条

第
２
項
に
規
定
す
る
警
備

員
指
導
教
育
責
任
者
資
格
者
証
（
以
下
「
資
格
者
証
」
と
い
う
。）
又
は
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
及
び
機
械
警
備

業
務
管
理
者
に
係
る
講
習
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
58年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
７
条
に
規
定
す
る
警

備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
修
了
証
明
書
（
以
下
「
修
了
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ

て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の

�
　
最
近
５
年
間
に
３
号
警
備
業
務
に
係
る
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
者

�
　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号

。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い

う
。）
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
３
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。）
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�
　
前
記
４
�
に
該
当
す
る
者

　
旧
２
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し
及
び
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年

以
上
３
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
エ
　
代
理
人
が
提
出
す
る
場
合
は
本
人
か
ら
の
委
任
状

　
�
　
受
講
手
数
料

　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年

条
例
第
21号

）
第
２
条
第
１
項
の
表
第
63の

項
に
基
づ
き

　
　
　
14,000円

　
　
の
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
申
請
時
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
既
納
の
受
講
手
数
料
は
、
還
付
し
ま
せ
ん
。

６
　
　
講
習
の
委
託
先

　
　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
１
丁
目
４
番
11号

　

　
　
　
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

７
　
そ
の
他

　
講
習
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先
　
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
（
電
話
番
号
022－

221－
7171　

内
線
3033）

に
係
る
法
第
23条

第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者

�
　
検
定
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
３
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と

い
う
。）に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、

継
続
し
て
１
年
以
上
３
号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

�
　
検
定
規
則
附
則
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
警
備
員
等
の
検
定
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
61年

国
家
公
安
委

員
会
規
則
第
５
号
。
以
下
「
旧
検
定
規
則
」
と
い
う
。）
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
３
号
警
備

業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
１
級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
者

�
　
旧
検
定
規
則
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
３
号
警
備
業
務
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
旧
２

級
検
定
」
と
い
う
。）
に
合
格
し
た
警
備
員
で
あ
っ
て
、
当
該
検
定
に
合
格
し
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
３
号

警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
も
の

５
　
受
講
手
続

　
�
　
申
込
み
受
付
期
間

　
平
成
20年

１
月
22日

（
火
）
か
ら
２
月
４
日
（
月
）
ま
で
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
。）
の
10日

間
（
毎
日
午
前

９
時
か
ら
午
後
５
時
00分

ま
で
）。
た
だ
し
、
先
着
順
に
受
け
付
け
、
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

　
�
　
申
込
書
の
提
出
先

　
　
　
宮
城
県
内
の
各
警
察
署
生
活
安
全
課

　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

　
�
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
警
備
員
指
導
教
育
責
任
者
講
習
受
講
申
込
書
１
通

　
　
イ
　
　
資
格
者
証
又
は
修
了
証
明
書
の
写
し
１
通

　
　
ウ
　
受
講
対
象
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
に
掲
げ
る
書
面
１
通

　
　
　
�
　
前
記
４
�
に
該
当
す
る
者

　
最
近
５
年
間
に
、
３
号
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
通
算
し
て
３
年
以
上
で
あ
る
こ
と
を
疎
明
す
る
警

備
業
者
が
作
成
す
る
書
面
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。）
及
び
履
歴
書

　
　
　
�
　
前
記
４
�
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
１
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し

　
　
　
�
　
前
記
４
�
に
該
当
す
る
者

　
２
級
検
定
の
合
格
証
明
書
の
写
し
及
び
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
継
続
し
て
１
年
以
上
３

号
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
る
こ
と
を
疎
明
す
る
警
備
業
務
従
事
証
明
書

　
　
　
�
　
前
記
４
�
に
該
当
す
る
者

　
　
　
　
　
旧
１
級
検
定
の
旧
検
定
規
則
第
８
条
の
合
格
証
の
写
し


